
議

案

第

三

十

四

号

住

基

ネ

ッ

ト

受

信

義

務

確

認

等

の

請

求

に

関

す

る

訴

訟

の

提

起

に

つ

い

て

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

六

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

住

基

ネ

ッ

ト

受

信

義

務

確

認

等

の

請

求

に

関

す

る

訴

訟

の

提

起

に

つ

い

て

左

記

の

と

お

り

訴

え

を

提

起

す

る

。

記

一

訴

訟

当

事

者

原

告

杉

並

区

被

告

国

被

告

東

京

都

二

事

件

及

び

訴

え

の

要

旨

杉

並

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

は

、

住

民

基

本

台

帳

法

（

昭

和

四

十

二

年

法

律

第

八

十

一

号

。

以

下

「

住

基

法

」

と

い

う

。

）

に

定

め

る

住

民

基

本

台

帳

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

（

以

下

「

住

基

ネ

ッ

ト

」

と

い

う

。

）

へ

の

参

加

義

務

に

従

い

、

平

成

十

五

年

四

月

に

被

告

国

が

認

め

、

横

浜

市

で

実

施

さ

れ

て

い

る

方

式

、

「

全

員

参

加

を

前

提

に

し

た

段

階

的

参

加

方

式

」

で

あ

る

、

い

わ

ゆ

る

横

浜

方

式

に

よ

り

、

「

非

通

知

申

出

者

」

を

除

く

区

民

の

本

人

確

認

情

報

を

東

京

都

へ

送

信

し

よ

う

と

し

て

い

る

。



と

こ

ろ

が

、

被

告

東

京

都

に

よ

っ

て

横

浜

方

式

に

よ

る

受

信

を

拒

否

さ

れ

て

い

る

た

め

、

住

基

ネ

ッ

ト

に

よ

る

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

を

望

む

区

民

の

権

利

が

侵

害

さ

れ

、

区

と

し

て

、

住

基

法

を

適

正

に

執

行

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

ま

た

、

被

告

国

は

、

区

か

ら

の

横

浜

方

式

に

よ

る

住

基

ネ

ッ

ト

へ

の

送

信

を

了

承

せ

ず

、

加

え

て

、

被

告

東

京

都

の

受

信

拒

否

を

是

正

す

る

た

め

の

指

導

を

行

わ

な

い

こ

と

に

よ

り

、

住

民

基

本

台

帳

の

制

度

を

所

管

す

る

立

場

に

あ

り

な

が

ら

、

区

と

横

浜

市

と

を

合

理

的

な

理

由

な

く

差

別

し

、

区

の

住

基

ネ

ッ

ト

関

係

の

予

算

執

行

分

を

無

に

さ

せ

、

区

に

損

害

を

生

ぜ

し

め

て

い

る

。

被

告

東

京

都

に

つ

い

て

も

、

受

信

を

拒

否

し

て

い

る

こ

と

に

よ

り

、

住

基

法

に

反

し

て

区

の

住

基

ネ

ッ

ト

関

係

の

予

算

執

行

分

を

無

に

さ

せ

、

区

に

損

害

を

生

ぜ

し

め

て

い

る

。

そ

こ

で

区

は

、

被

告

東

京

都

に

対

し

て

、

住

基

ネ

ッ

ト

受

信

義

務

の

確

認

及

び

損

害

賠

償

金

の

支

払

を

、

ま

た

、

被

告

国

に

対

し

て

、

損

害

賠

償

金

の

支

払

を

、

そ

れ

ぞ

れ

求

め

る

訴

訟

を

提

起

す

る

。

三

訴

訟

遂

行

の

方

針

本

件

訴

訟

に

お

い

て

、

必

要

に

応

じ

て

上

訴

又

は

和

解

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

提

案

理

由

）

訴

え

の

提

起

を

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

九

十

六

条

第

一

項

第

十

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

こ

の

議

案

を

提

出

す

る

。


